






要約:地域保健法の改正により、障害児の療育指導が保健所の重要な事業の一つとなる。

そこで現在行なわれている療育指導を発達学的な観点から見直し、より効果的な療育指導

の在り方を検討するのが我々の研究目的である。そこで本年度は療育にたいする基礎医学

からの理論的根拠についての研究、障害の早期発見、早期療育についての研究、療育法の

見直し、および学童期以降の障害児に対する医療的ケアーについての研究を行なった。理

論的根拠については文献的考察と行動観察を中心に研究した。発達障害の早期発見、早期

療育については、効果的なシステム化と診断法および療育法について研究した。障害児を

もつ親に対する育児支援についてはアンケート調査を行なった。療育法の見直しについて

は、療育開始までの手順、新たな療育法としての集団療育、そして視覚障害児の行動観察

から新しい療育法の模索などを研究した。学童期以降の障害児にたいする医療ケアーにつ

いては、就学している重症障害児へのアンケート調査、養護学校に対するアンケート調査

を行なった。在宅障害児への短期入所による療育指導の現状と問題点についても検討した。


